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■新聞記事見出し 京アニ放火殺人１年 描いた夢 凶行に奪われ

■掲載誌 2020/07/17 産経新聞 東京朝刊 22ページ 4171文字
■殺意や計画性 真相まだ

平成以降の殺人事件で最悪の犠牲者を出した京都アニメーションの放火殺人事件は１８

日で発生から１年。亡くなった３６人は、見るものに夢を与え、力を与える作品を生み出

したクリエーターだった。なぜ事件に巻き込まれたのか。逮捕された青葉真司容疑者（４

２）は埼玉から包丁を持参して京都に来ると、現場周辺を下見するように歩き回った。計

画性や殺意がうかがえるが、「小説が盗まれた」「（京アニに）恨みがあった」といった供

述と結果の重大性の乖離（かいり）は大きい。真相解明が待たれるが青葉容疑者は現在、

事件当時の精神状態を見極めるため鑑定留置されている。

捜査関係者によると、青葉容疑者は事件３日前の昨年７月１５日、さいたま市の自宅か

ら新幹線で京都入りした。「当初は包丁で襲おうと考えていた」と供述したといい、包丁

６本を持参していた。

１６日、下見するかのように京アニ本社（京都府宇治市）周辺などを行き来し、犯行前

日の１７日、同市のホームセンターでガソリンの携行缶などを購入した。１８日午前１０

時ごろ、京アニ第１スタジオ（京都市伏見区）近くのガソリンスタンドで計４０リットル

のガソリンを買うと、約３０分後、凶行に及んだ。

「一番多くの人が働いている第１スタジオを狙った」「自宅を出るときから殺意があっ

た」とも話したという青葉容疑者。心の内を深く知るには公判が待たれるが、９月１０日

までで予定されている鑑定留置は延長もあり得るため、全容解明にはまだ時間を要する。

･･･一部省略･･･

□甲南大法科大学院教授・渡辺修氏

■「柔軟な捜査、契機に」

社会的な処罰感情が大きい重大事件ではあります。ただ、市民目線からみても、重

症を負った容疑者の逃亡や罪証隠滅の可能性は低く見えたはず。逮捕・勾留を求めた

捜査側と、それを認めた裁判所の判断には疑問が残ります。

録音録画が導入された現在、聴取は任意に行うものと割り切るべきだ。今回のよう

な事件では捜査側と弁護側だけでなく、医師や精神科医も立ち会って必要な情報を聞

き取る「コミュニケーション型」の取り調べにすべきでしょう。

不可解な事件では、容疑者や現場などと警察が初期に接触した際の証拠を、ＩＴ機

器で保存する工夫も必要です。車のドライブレコーダーのように映像で残しておくこ

とは一つの手。特に精神疾患が焦点になる事件では、容疑者の初期の言動が事件を解

く鍵になることもあります。時間が経過し、冷静になった容疑者と対比するためにも、

証拠を取りこぼさない捜査手法が必要だと思います。

他方、今回は逮捕から送検の一連の手続きを１日で行ったかなり珍しいケースです

が、問題はありません。証拠収集や周辺捜査に時間を費やすことができていた。入院

中に事情を聴けていたことも踏まえれば、拘束時間をできる限り短くした適切な対応

ともいえます。

こうした柔軟性を、司法手続きのＩＴ化や、保釈を捜査段階から取り入れることな
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どに生かしてもよい。今回の事件は、２０世紀の捜査手法、刑事司法のあり方の抜本

的見直しを求めているのではないでしょうか。

■新聞記事見出し 「ガソリン使い多く殺害」 京アニ放火 青葉容疑者 病室で逮捕

■掲載誌 2020/05/28 大阪読売新聞 朝刊 31ページ 1572文字
◆担架で取り調べ

世界中のアニメファンらに衝撃を与えた京都アニメーション放火殺人事件で、京都府警

は２７日、全身やけどで一時は瀕死（ひんし）の状態だった青葉真司容疑者（４２）の逮

捕に踏み切った。発生から１０か月余り。殺人事件としては平成以降、最多の３６人が犠

牲となった事件の取り調べは、異例ずくめの形で始まった。

〈本文記事１面〉

２７日、青葉容疑者が逮捕されたのは午前７時１８分。入院先の京都市内の病院を京都

府警の捜査員が訪れ、病室で横たわる青葉容疑者に逮捕状を読み上げた。青葉容疑者は「間

違いありません」と、落ち着いた様子で答えたという。

事件後、ツイッターには青葉容疑者に危害を加える趣旨の多数の投稿があった。府警は、

移送時に襲撃される可能性もあるとして、盾を持った複数の警察官が病院周辺で、不審人

物がいないか確認して回った。

同７時４０分頃、ブルーシートに覆われた病院入り口から、府警が用意したワゴンタイ

プの福祉車両に、青葉容疑者を乗せたストレッチャーが運び込まれた。車は前後を警察車

両で挟まれた形で移動。同８時６分に約５キロ離れた伏見署に到着した。

車から降ろされた際、青葉容疑者は青いガウンに白いマスク姿。体はベルトでストレッ

チャーに固定された状態で、署内に入るまでの間、集まった報道陣に視線を向け続けた。

指は変形し、顔や手の皮膚の色は赤や白のまだら状になるなど、重度のやけど痕が生々

しく残っていた。府警によると、やけどへの配慮から、手錠はかけていなかった。

青葉容疑者は伏見署内でも、ストレッチャーに乗せられたまま取り調べを受けた。「ガ

ソリンを使えば多くの人を殺害できると思った」と述べ、調書に署名もしたという。その

後、京都地検の検察官も同署を訪れ送検手続きを済ませた。

青葉容疑者は再び、福祉車両に乗せられ、京都地裁に移動。地裁では通常、容疑者を拘

束し続けて取り調べる必要性があるかを見極める「勾留質問」と呼ばれる手続きが行われ

る。この日も、裁判官が青葉容疑者の弁解を聞き取り、検察官からの請求が妥当かどうか

を判断したとみられる。

地裁が２７日から１０日間の勾留を決定後、車両は午後４時過ぎに地裁を出発。約１時

間半後に勾留先の大阪拘置所に到着した。青葉容疑者は自分で食事や排せつができない。

拘置所には看護師が２４時間常駐し、准看護師の資格を持った刑務官もいるという。

･･･一部省略･･･

■身柄拘束は疑問

甲南大法科大学院の渡辺修教授（刑事訴訟法）の話「事件の重大性や遺族の処罰感
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情も踏まえて逮捕に踏み切ったのだろうが、逃亡や証拠隠滅の恐れがほぼないと言え

る状況で、身柄を拘束する必要があったのか疑問も残る。病院の会議室などを借り、

録音・録画して任意聴取を重ねる方法でも捜査は可能だった。体力が低下した容疑者

は、筋道を立てて説明することが難しく、任意性や信用性に疑義が生じる可能性があ

る。容疑者の取り調べに医師や弁護人が立ち会うことは禁じられておらず、任意性や

信用性の確保のために、こうした手法の導入が必要だ」

■新聞記事見出し ＜フォーカス＞京アニ放火 容疑者逮捕＊容体考慮 異例ずくめ＊拘

置所設備 病院並み／時間短縮 手続き最小限

■掲載誌 2020/05/28 北海道新聞朝刊全道（総合） 3ページ 1999文字
「京都アニメーション放火殺人事件で京都府警と京都地検は、青葉真司容疑者（４２）

の逮捕から勾留状執行までの手続きをわずかな時間で終えた。時間をかけることで高まる

容体悪化のリスクを避けるためで、再逮捕も想定していない。収容に備え拘置所の改修も

実施。多数の犠牲者を出し、社会に衝撃を与えた事件の捜査は異例ずくめの中、第２幕に

入った。（１面参照）」とする記事の中で、青葉真司容疑者の逮捕勾留の妥当性が問題とさ

れた。

「病院での逮捕後、午前８時すぎに伏見署に到着した青葉容疑者。顔の皮膚は赤くただ

れ、やけどのひどさがうかがえた。その後も容疑者を乗せた介護車の前後を２台の護送車

が挟む厳戒態勢で、関係機関を移動した。

「青葉容疑者は全身の９割に重いやけどを負ったものの、事件翌月の昨年８月には命に

別条がない状態に回復。１１月中旬まで大阪府内の病院で高度治療を受けた。京都市の病

院に転院後はリハビリ中心に移行したが、やけどの影響で感染症のリスクが高まり、発熱

など安定しない状態が続いた」。

勾留場所は常識的には市内の警察署か警察本部であるところ、「回復途中での身柄勾留

に伴い、収容先の態勢を整備する必要が生じた。京都拘置所や大阪医療刑務所（堺市）は

老朽化しており、最終的に医療設備が整った大阪拘置所（大阪市都島区）に決まった」と

いう。そんな中、「寝たきり状態で身柄拘束＊「逃亡の恐れ」に疑問の声」とするタイト

ルのもと、次のコメントを掲載した。

････

甲南大法科大学院の渡辺修教授（刑事訴訟法）は「警察が『密室』で取り調べをしたい

がための不要な逮捕が横行している」とし「勾留施設の環境を整備してまで無理に逮捕す

るのではなく、人権に配慮し、医師や弁護士の立ち会いのもとで、任意で聴取するべきだ」

と話した。

■新聞記事見出し「多くの人がいる第１スタジオ狙った」 京アニ放火殺人 大量殺傷

周到に計画か 容疑者初聴取、死刑言及も

■掲載誌 2019/11/10 東奥日報 朝刊 21ページ 1301文字
■コメント内容



- 4 -

記事は「アニメ制作会社「京都アニメーション」第１スタジオ（京都市伏見区）の放火

殺人事件で、京都府警が青葉真司容疑者（４１）＝殺人などの容疑で逮捕状＝を初めて事

情聴取していたことが９日、捜査関係者への取材で分かった。「いちばん多くの人が働い

ている第１スタジオを狙った。多くの負傷者を出せそうだと思ったから」と供述。さいた

ま市の自宅を出る時から事件を起こすつもりだったとの趣旨の供述もしており、府警は、

当初から明確な殺意を抱き、大量殺傷を周到に計画していたとみて調べる」と始まる。

「捜査関係者によると、聴取は８日に実施。大筋で容疑を認め「どうせ死刑になる」と

も言及した。青葉容疑者は事件当日、ハンマーや複数の包丁を所持。包丁は「犯行を邪魔

する人がいたら襲うつもりだった」とし、ハンマーについても「ドアが閉まっていたらガ

ラスを割って中に入ろうとした」と説明した」という。

また、「重いやけどで入院中の青葉容疑者は病室で淡々と聴取に応じた。「道に外れるこ

とをしてしまった」と反省とも受け取れる言葉を口にし「（治療を担当した）病院のスタ

ッフに感謝している」と述べた。埼玉から京都へ新幹線で来る際には既に殺意を持ってい

たとした。「小説を京アニに盗まれた」とも供述した」と供述状況がマスコミに漏らされ

た。

入院中の聴取は公判で任意性が争われる可能性がある。この点について、次のコメント

を掲載した。

････

退院を待たず事情聴取を急いだ京都府警の思惑について、渡辺修・甲南大法科大学院教

授（刑事訴訟法）は「感触を探り、今後の捜査方針の手掛かりを得るためではないか」と

話す。「青葉容疑者の精神状態を把握する目的もある」との見方だ。

渡辺教授は「極刑が予想される以上、実況見分と同じく取り調べを録音・録画するなど

の配慮をすべきだ」と強調。供述の任意性が争われる事態を避けるには「裁判員が納得で

きるよう、弁護士会の協力で取り調べを弁護士に監視させるなど思い切った改善が必要だ」

と話した。


